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自己株式処分の差止め仮処分の申立て却下決定に対する 

即時抗告の棄却決定に関するお知らせ 

 

当社が平成 24 年２月 17 日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による自己株式の処分

について、平成 24 年３月１日付「自己株式処分の差止め仮処分の申立て却下決定に関するお知らせ」のとおり、

笠岡伸一、笠岡暁美、竹内裕美、有限会社シンセイ、笠岡泰文、株式会社大漁、江良林一及び江良秀明（以下｢債

権者｣と総称します。）からの当該自己株式処分を差止める仮処分の申立てを却下する決定が松山地方裁判所に

おいてなされましたが、債権者は同日付で当該却下決定に対する即時抗告（以下「本件即時抗告」といいます。）

を行い、本日、高松高等裁判所において、本件即時抗告を棄却する決定がなされましたので、お知らせいたし

ます。 

記 

１．決定の概要 

（１）決定日 

平成 24 年３月２日 

 

（２）決定の内容 

本件即時抗告をいずれも棄却する。 

抗告費用は抗告人らの負担とする。 

 

２．今後の見通し 

当社は、本件即時抗告の棄却決定を受け、当初の予定どおり第三者割当による自己株式の処分を行う予定で

す。当該自己株式処分の概要につきましては、平成 24 年２月 17 日付｢第三者割当による自己株式の処分に関

するお知らせ｣をご参照ください。 
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